
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月２日に本部－本社間で申５号団体交渉が行われました。団体交渉では会社に

対して日々職場で繰り返されている不当労働行為の実態について指摘してきました。 

【組合】我々は（不当労働行為について）把握している事象がある。 

【会社】会社としてはそういう意思はない。事実として認識していない。 

「会社として認識していない」ということは、 

不当労働行為をした人に責任を押し付けるってこと？ 
「このままでは試験に受からないよ」 「指導に入りたければ脱退しろ」

「希望していない所に異動があるかも」  ｢会社の動向見て判断しろ｣ 

これらの発言をしてきた 

管理者は全員アウト!! 
グループ会社にも脱退強要を行なうよう指示した事実が!! 

【組合】あるグループ会社の中で、管理者から「子会社だ

から親会社の意向を無視できない。親会社の方針に従わな

かったらグループ会社から切り離される」と組合員が言わ

れている。グループ会社社長がJR東日本本社に呼ばれた

後から始まっている。 
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